
年度の事業所得税申告の開始

内国歳入局（以下、「 」）は、 年 月 日付で各社宛てに 年度
の事業所得税申告書を発行しました。

このタックスアラートでは、 年度の事業所得税申告書の提出期限や
への課税所得の通知についてご案内します。申告書には、新たな税制措置

に関連する項目が追加されているので、注意が必要です。これらの項目は、ファ
ミリーオフィス向けの非課税扱い措置、パテントボックス税制、特定国外源泉所
得、及び課税の確実性の向上スキームに関するものです。

新たな税制措置の適用資格も含め、事業所得税申告書に関してご不明な点が
ございましたら、ご担当の税務専門家までご連絡ください。



年度の事業所得税申告の提出期限

年 月 日に から事業所得税申告書（法人： 、又は法人以外： ）が発行され、 年 月 日に
終了する課税年度（ 年度）の申告が開始されました。

通常、申告書の提出期限は発行日から カ月以内ですが、税務専門家が税務申告を代行する場合、提出期限を延長
できる制度（ ）が長期にわたり採用されています。 年度の当該制度における延長後
の提出期限は、以下の通りです。

延長後の提出期限納税者の決算日

延長なし 年 月 日（木曜日）年 月 日～ 年 月 日
（会計期間コード ）

年 月 日（木曜日）年 月 日～ 年 月 日
（会計期間コード ）

年 月 日（金曜日）年 月 日～ 年 月 日 課税所得がある場合
（会計期間コード ）

年 月 日（金曜日）年 月 日～ 年 月 日 欠損が生じた場合
（会計期間コード ）

年度の事業所得税申告では、自主的な電子申告を採用することにより提出期限がさらに カ月
延長となる

昨年度同様、自主的な電子申告を促進するため、 は、納税者が税務申告を税務専門家に依頼し、 年度の
申告をインターネットを通じて行う場合、当初の期限の 営業日前までの申請により提出期限の カ月の追加延長を許可
します。この カ月の追加延長は、上記延長後の提出期限、又は通常の申告書の提出期限、そのいずれか遅い日の
直後の日から起算されます。ただし、会計期間コード” に該当し、欠損が生じた場合については、電子申告を採用した
としても、上記延長後の提出期限である 年 月 日からさらに延長とはならないことに留意する必要があります。

事業所得税申告書が発行されておらず、課税所得が発生した場合の通知

事業所得税申告書が発行されていなくとも、課税年度において課税所得（繰越欠損金相殺前）が発生している場合、
納税者はその旨を へ通知する必要があります。当該通知は、当該課税年度の末日から カ月以内に内国歳入局
長官（ ）へ書面で提出する必要があります。

納税者の課税年度は会計上の決算日に基づいて決定されるため、上記の通知期限もそれぞれ異なります。例えば、
決算日が 年 月 日の会社は 年 月 日までに、決算日が 年 月 日の会社は 年 月 日
までに、 年度における課税所得の通知を へ行う必要があります（すなわち、決算日から カ月以内）。

合理的な理由なく、定められた期限内に へ通知しなかった場合、最大で 万香港ドル及び未申告税額の 倍を上限と
した罰金が科される可能性があります。

しかし、納税者が毎年税務申告を行っており、当期も通常通り申告書が発行されると予想される場合は、 へ当該
通知を行う必要はありません。逆に、課税所得を有する納税者が、 から申告書を毎年発行しない旨の通知を事前に
受けている場合や、納税者が事業を最近開始した場合は、定められた期限内で に当該通知を行う必要があります。



別表やその他のフォームについて、電子提出が必要となる

紙による申告か電子による申告かにかかわらず、申告に必要な別表（ ～ 及び ）やその他のフォーム（ 、
及び ）（総称して「必要フォーム」）は電子提出することが求められます。

納税者が必要フォームを提出する必要がある場合、 のウェブサイト（ ）から該当するフォームを
ダウンロードして記入する必要があります。記入済みのフォームを ファイルにエクスポートし、香港政府の専用サイト
（ ）にて サービス（以下、「 」）を介してアップロードする必要が
あります。

事業所得税申告書を紙により提出する場合でも、納税者は、 を介してアップロードされた ファイルの詳細を
含むコントロールリスト（ ）と、 にて生成された コードを印刷して紙の申告書とともに提出する必要が
あります。なお、申告書の署名者は紙のコントロールリストへ署名する必要があります。

の項目 ～ 及び の項目 ～ は、 を介してアップロードされる関連する別表（ の
場合は ～ 及び 、 の場合は ～ 、 及び ）を示しています。

最近導入された税制措置に関する申告書の新規項目又は改訂項目

そのような税制措置には、以下が含まれます。

適格シングルファミリーオフィス（以下、「 」）が管理する同族投資持株会社（以下、「 」）、及び が保有
する同族所有特別目的事業体（以下、「 」）向けの非課税扱い措置

パテントボックスに関する優遇税制案の下で、適格な知的財産（以下、「 」）から得られる適格所得に適用される
の優遇税率。 課税年度にさかのぼって適用される予定である

国外源泉所得非課税（以下、「 」）税制の下で対象となる譲渡益の範囲が、従来、株式持分のみに限定されて
いたものから、あらゆる種類の資産に拡大された

課税の確実性の向上スキーム（以下、「 」）は、一部の例外を除き、条件を満たしている場合には、内国歳入法
（以下、「 」）のセクション の下で非課税キャピタルゲインと見なされ、すなわち、通常の「 」分析
は不要となる

年度の事業所得税申告書において、上記の各税制措置に関連して新規又は改訂された項目は、このタックス
アラートの別添～ に記載されています。

新たな税制措置の適用資格や申告に必要なフォームを含め、事業所得税申告書に関してご不明な点がございましたら、
ご担当の税務専門家までご連絡ください。



別添 及び 向けの非課税扱い措置に関連する申告書の新規項目又は改訂項目

（項目 ）及び （項目 ）：納税者は、 のスケジュール のセクション （ の管理下にて
当該 の利益が非課税扱いとなるための規定）又はセクション （ の管理下にて当該 の利益が非課税
扱いとなるための規定）に基づく特定の条件の下で、 に対する受益所有権により、みなし課税対象利益を
得たかどうかを申告します。

（項目 ）及び （項目 ）：納税者は の受益権を有する であるかどうかを申告します。

（項目 ）：納税者は同族所有の適格 であるかどうかを申告します。 が 社以上の を管理
している場合、以下の情報が必要となります。

当該 が管理している の総数

当該 が管理している各 の社名、住所及び事業登録番号（該当する場合）

当該 が管理している が指定された純資産の基準値を満たしているかどうか

（項目 ）及び （項目 ）： が のスケジュール のセクション （ ）に規定されている
取引から得られた課税対象となる利益のうち、軽減税率が適用される金額を申告します。

別添 パテントボックスに関する優遇税制案に関連する申告書の新規項目

（項目 ）及び （項目 ）：適格 所得から得られた香港源泉利益について、事業所得税の優遇税制
措置を希望するかどうかを示します（関連法の制定と運用が条件となります）。該当する場合は、新しいフォームで
ある に記入し、 を介して電子的に提出する必要があります。

別添 修正 税制に関連する申告書の改訂項目

（項目 ）及び （項目 ）：納税者が多国籍企業グループの一員として、基準期間中に特定の国外
源泉所得を得たか、又は受領したかを申告します。該当する場合、あらゆる種類の資産の譲渡益に関する情報を
改訂された フォームに記入し、 を介して電子的に提出する必要があります。

別添 に関連する申告書の新規項目

（項目 ）及び （項目 ）：課税対象となる利益又は適用後の損失から除外された適格譲渡益の
金額を申告します。該当する場合は、新しいフォームである に記入し、 を介して電子的に提出する必要
があります。






